
県下統一要望

NO 市町村名

1 川口市

2 蕨市

3 上尾市、桶川市、北本市

4 鴻巣市

5 伊奈町

6 熊谷市

7 深谷市

8 寄居町

9 本庄市

10 草加市

11 三郷市

12 八潮市

13 越谷市

14 羽生市

15 川越市

16 鶴ヶ島市

17 東松山市

18 富⼠⾒市

19 坂⼾市

20 ふじみ野市

21 三芳町

22 狭山市、入間市、飯能市

23 日高市

24 ⽑呂山町、越生町

25 ⼾⽥市 回答待ち。

ウイズコロナを⾒据え、商店改修補助⾦として新型コロナウイルス感染防⽌対策となる改修⼯事に対して補助率、補助額を引き
上げるとともに、感染症対策の備品購入についても、補助の対象としました。さらに現在は、「中小企業従業員等就労環境向上
⽀援⾦」を⽀給し、様々な⽀援策を実施しています。

川越市中小事業者事業継続⽀援⾦【第2弾】を現在実施しております。申請期限は令和4年1⽉までとなっております。

感染症の影響を受け、売上が減少している市内中小企業・個⼈事業主に対し、今後の事業継続を⽀援するための⽀援⾦を交
付いたします。

議場へ報告いたします。

売上が減少した個⼈事業主を含む中小事業者に対する市独⾃の補助⾦制度や、事業所が感染症対策設備等を導入の際に
係る経費の一部を補助する制度を設け、⽀援を⾏ってまいりました。令和3年10⽉からは、売上減少率により補助⾦を加算す
る、新たな補助⾦制度を設け、最⼤15万円の経営継続⽀援を⾏っております。

これまで、感染症対策を⽬的とした特例枠及び既存枠の予算拡充、小規模事業者⽀援⾦の給付等を実施しております。
今後も、新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等を踏まえ、必要な施策を検討してまいります。

新型コロナウイルス感染症が市内経済活動に与える負の影響を軽減するため、深谷市では当初より様々な市内事業者への⽀
援を⾏ってまいりました。令和3年度は、事業者のコロナ対策⽀援として「深谷市事業者感染症対策換気設備等整備⽀援事
業」を実施しております。今後は、国や県の⽀援策の動向や、事業者の現状を⾒定めながら、対応していきたいと考えております。
令和3年度には、キャッシュレス決済によるポイント還元事業、コロナ関連融資を受けた中小企業に事業継続⽀援給付⾦事業を
実施いたしました。現在は、宿泊事業者⽀援給付⾦事業、貸切バス事業者及び⾃動⾞運転代⾏事業者⽀援給付⾦事業、
酒類提供及び外出⾃粛等関連事業者協⼒給付⾦事業、雇⽤促進補助⾦事業を実施しております。

影響を受けた中小事業者等への対策を拡充しています。

これまでに、国の交付⾦を活⽤した応援⾦の給付など幅広い事業者への⽀援をしてまいりました。今後についても、国、県、他市
の動向等を注視しながら、これまでの経済対策の検証等を総合的に勘案したうえで、実施について調査・研究してまいりたいと考
えております。

検討します。

議員へ配布いたします。

対策を実施しております。

内容の説明をしました。

市⻑・議⻑へ報告いたします。

要望項目

(3)中小事業者向けの新型コロナウイルス感染症対策
要望地区

川⼝、南彩、彩央、埼⽟北、本庄、埼⽟東、越⾕、北埼、埼⽟⻄部、彩⻄（計10地区）

回答及び反応

当市では、新型コロナウイルス感染症の拡⼤により事業に影響を受けた小規模事業者に対し事業継続等の取組を応援するた
め、昨年度5⽉から7⽉まで緊急⽀援⾦の申請を受け付け、1事業者あたり10万円を⽀給しました。さらに今年度5⽉から9⽉ま
で同様の趣旨により⽀援⾦の申請を受け付け、中小企業・個⼈事業主の皆様へ、1事業者あたり5万円を⽀給したところです。

市内の中小事業者で外出⾃粛等の影響を受け、国の⽉次⽀援⾦を受給した事業者に対して、中小法⼈は最⼤30万円、個
⼈事業主は最⼤15万円の⽀援⾦を交付しています。

近隣⾃治に⽐べて早い時期に中小企業給付⾦を開始しました。今後も検討していきます。今後においても適時適切な⽀援策を
検討し、実施して参ります。

本年10⽉より中小企業⽀援給付⾦を⽀給する為の申請受付を開始しました。（第２弾）

市内事業者の影響を把握しながら、国や県の⽀援が受けられない事業者を中心とした⽀援を引き続き実施いたします。

令和３年度富⼠⾒市小規模企業者⽀援給付⾦を⽀給しています。今後も検討します。

必要に応じて⽀援方策を検討してまいります。

市では、経済フェーズに応じた⽀援策を講じております。今後につきましても、社会情勢、経済状況等を注視する中で、消費喚起
等による経済の下⽀えとともに、市内企業の事業革新等を後押しし、社会構造の変化への対応を⽀援できるよう、市独⾃の⽀
援策を検討してまいります。

令和３年度の取組みとしては、専⾨的⼈材を配置した経営相談窓口の体制を強化するとともに、経営革新に向けた新たな取組
みを⽀援するビジネスパワーアップ補助⾦の充実を図り、経営課題の解決に積極的な市内中小企業者を⽀援しております。ま
た、売上が減少した事業者への⽀援として、国の⽉次⽀援⾦制度に本市独⾃の上乗せを⾏う中小企業者等影響緩和⽀援⾦
の交付を実施しております。


